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令 和 ３ 年 第 ３ 回 定 例 委 員 会 会 議 録 
 
 

 

１．開催日時  令和３年９月１日（火） 午前９時００分から 

午前９時２０分まで 

２．出席委員  関文夫、小田克彦、矢野きく子、大橋康男 

３．出席職員  玉江幸裕、坂巻隆征 

４．会議次第 

 

○ 関委員長 

ただいまから令和３年第３回定例委員会を開会する。 

本日の議案は３件と報告事項となっている。議案第２６号「選挙人名簿登録者

数（定時登録）について」から議案第２８号「直接請求に必要な有権者数につい

て」の３議案は、関連するので一括議題とする。 

事務局より説明を求める。 

 

○ 事務局 

議案第２６号 選挙人名簿登録者数（定時登録）について 

（説明） 国立市の令和３年９月１日定時登録基準日における選挙人名簿登録者数

は男性３１，１３８名、女性３３，６６２名、合計６４，８００名となっ

ています。 

前回、６月１日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、男性３１，

０４２名、女性３３，４３４名、合計６４，４７６名であり、男性９６２

１名の増、女性２２８の増、合計３２４名の増となっています。 

今回の定時登録者数は１，７７３名、定時登録者数の内、新有権者（平

成１５年６月３日から平成１５年９月２日生）の登録者数は男性７４名、

女性７５名、合計１４９名となっています。 

投票区別の選挙人名簿登録者数は別紙のとおりです。 

 

議案第２７号 選挙人名簿の抹消について 

（説明） 公職選挙法第２８条の規定による抹消者は別紙のとおり１，４４９名と

なっています。  

   

議案第２８号 直接請求に必要な有権者数について 

（説明） 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の５０分の１の数は１，２９６名、市町村の合併の特例に関

する法律第４条第１１項及び第４条の２第１５項の規定による選挙権を有

する者の総数の６分の１の数は１０，８００名、地方自治法第７６条第１

項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項の規定による選挙権を有す

る者の総数の３分の１の数は２１，６００名となっています。 
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○ 関委員長 

何か質疑等ありますか。 

 

○ 関委員長 

議案第２６号、２７号、２８号を原案のとおり可決する。 

次に、議案第２９号「在外選挙人名簿の登録について」から議案第３１号「在

外選挙人名簿について」の３議案は関連するため一括議題とする。 

事務局から説明を求める。 

 

○ 事務局 

議案第２９号 在外選挙人名簿の登録について 

（説明） 前回（令和３年６月１日）以降当市に男性１名の在外選挙人名簿登録申

請者があり、本日付で登録すると共に本籍地及び在外公館宛に登録した旨

の通知をします。 

 

議案第３０号 在外選挙人名簿の抹消について 

（説明） 前回の委員会以降、公職選挙法第３０条の１１の規程による抹消者は、

別紙のとおり、男性４名、女性２名で計６名であり、本日付で在外選挙人

名簿から抹消し、抹消した旨を在外公館及び本籍地あてに通知をします。 

 

議案第３１号 在外選挙人名簿について 

（説明） 前回の登録者数は１３９名で、男性６３名、女性７６名です。今回の登

録者数は男性１名、抹消者数は男性４名、女性２名です。令和３年９月１

日現在の在外選挙人名簿登録者は１３４名で、内訳は男６０名、女７４名

で、最終住所地による名簿登録者数は１０３名、本籍地による名簿登録者

数は３１名となっています。 

 

○ 関委員長 

何か質疑等ありますか。 

 

○ 各委員 

（質疑等なし） 

 

○ 関委員長 

議案第２９号、３０号、３１号を原案のとおり可決する。 

次に、議案第３２号「国立市検察審査員候補者予定者名簿について」と議案第

３３号「国立市裁判員候補者予定者名簿について」は関連するので、一括議題と

する。 

事務局から説明を求める。 
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○ 事務局 

議案第３２号 国立市検察審査員候補者予定者名簿について 

（説明） 本議案は、「検察審査会法」（昭和２３年法律第１４７号）第１０条の

検察審査員候補者の選定の規定に基づくもので、別紙のとおり、立川検察

審査会から候補者の割当てについて、別紙写しのとおり通知がありました。

今回の割当人員は、第１群から第４群まで各２名の計８名でした。 

検察審査員候補者予定者の選出に当たっては、裁判員候補者予定者名簿

と同様に国立市電子計算組織の運営に関する規則（昭和６１年規則第２７

号）第１条及び第４条の規定に基づき、本日の定時登録時の選挙人名簿に

登録された者の中から選挙人名簿管理システムの検察審査員候補者予定者

抽選プログラムを使って割り当てられた人員を選び出しました。 

ご確認いただいき、予定者８名の名簿を検察審査会に送付します。 

 

○ 事務局 

議案第３３号 国立市裁判員候補者予定者名簿について 

（説明） 本議案は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」（平成１６年法

律第６３号）第２１条の裁判員候補者予定者名簿の調製の規定に基づくも

ので、別紙のとおり、東京地方裁判所立川支部から裁判員候補者の割当人

員について、通知がありました。今回の割当人員は８６名でした。 

裁判員候補者予定者名簿の調製に当たっては、国立市電子計算組織の運

営に関する規則（昭和６１年規則第２７号）第１条及び第４条の規定に

基づき、本日の定時登録時の選挙人名簿に登録された者の中から選挙人

名簿管理システムの裁判員候補者予定者抽選プログラムを使って割り当

てられた人員を選び出しました。 

ご確認いただき、予定者８２名の名簿を東京地方裁判所に送付します。 

 

○ 関委員長 

何か質疑等ありますか。 

 

○ 各委員 

（質疑等なし） 

 

○ 関委員長 

それでは、検察審査員候補者予定者名簿のご確認をしていただきたいと思います。 

 

○ 各委員 

（選出した名簿を確認） 
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○ 関委員長 

続いて、裁判員候補者予定者名簿のご確認をしていただきたいと思います。 

 

○ 各委員 

（選出した名簿を確認） 

 

○ 関委員長 

説明及び名簿の確認が終わりました。何か質疑等ありますか。 

 

○ 大橋委員 

  名簿提出のみであり、対象者の選出は裁判所等になるのか。 

 

○ 事務局 

 そのとおりです。 

 

○ 矢野委員 

  毎年名簿提出はあるのか。 

 

○ 事務局 

 毎年割当人数の名簿を提出します。 

 

○ 関委員長 

何か質疑等ありますか。 

 

○ 各委員 

（質疑等なし） 

 

○ 関委員長 

議案第３２号、３３号を原案のとおり可決する。 

事務局から報告事項はありますか。 

 

○ 事務局 

（報告） 

・ 今後の日程について 

１０月２１日任期満了となる衆議院議員選挙の予定は未だに決定されて

いない状況ではありますが、現在時点で一番可能性が高い１０月１７日投

開票日として準備を進めています。 

委員会の日程は、執行日の決定次第、臨時委員会を開催し執行計画を確

定したいと考えています。 

その後の委員会開催予定は、公示日の前日に選挙時登録及び抹消等を行

い、投票日の３日前には開票立会人のくじを行います。 



5 

 

これは、申請が１０人以上の場合に開催します。 

投票日当日は、午前５時３０分から当日有権者数の決定と抹消。その後

投票所の視察・午後９時から開票となります。これらの日程については、

決定次第ご連絡します。 

次に１１月の中旬に選挙執行規程等の改正を予定しています。 

これは、１１月２２日施行の町名地番変更と押印の廃止の改正となりま

す。本日、日程を決定していただきたいと思います。案としましては、１

１月１７日から１９日の３日間のうちの１日で時間は午前中となりますが、

各委員方のご都合はいかがでしょうか。 

（１１月１９日に決定） 

最後に、１２月１日に定例会を開催します。その他、追加や変更につい

ては随時ご連絡します。 

 

○ 関委員長 

 何か質疑等ありますか。 

 

○ 各委員 

（質疑等なし） 

 

○ 関委員長 

  以上で令和３年第３回定例委員会を閉会する。 

 

 

国立市選挙管理委員会規程第７条第２項により署名します。 

 

   令和３年１０月１５日 

 

 

委 員 長                 関    文  夫 

 

 

           職 務 代 理 者   小  田  克  彦 

 

 

           委 員                 大  野  康  男 

 

 

           委 員                 矢 野 き く 子 


